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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して１カ月間縦覧に供し

た。 

(1) 公告の日 

令和元年 8月 6日（火） 

(2) 公告の方法 

令和元年 8月 6日（火）付の日刊新聞紙「大分合同新聞（朝刊）」に掲載した（別紙 1参照）。

また、下記において電子縦覧を実施した。 

なお、住民説明会の開催についても合わせて公告を行った。 

・電源開発株式会社 ホームページに令和元年 8月 6日（火）より掲載（別紙 2参照） 

http://www.jpower.co.jp/sustainability/environment/ 

※大分県、津久見市および佐伯市のホームページ、市報に方法書の縦覧に係る「お知らせ」

を掲載し、より多くの住民への周知を図った。 

(3) 縦覧場所 

関係地域を対象に以下に示す４箇所にて縦覧を実施した（参考資料参照）。また、電源開発株

式会社のホームページにおいて、インターネットの利用により電子縦覧を行った。 

・大分県庁別館５階 生活環境部環境保全課 

・津久見市役所本庁舎１階 環境保全課 

・佐伯市役所本庁舎３階 環境対策課 

・佐伯市役所上浦振興局１階 

(4) 縦覧期間 

縦覧期間は以下のとおりとした。 

・縦覧期間：令和元年 8月 6日（火）から令和元年 9月 5日（木）まで 

（土日、祝日を除く） 

・縦覧時間：各所の開庁時間に準ずる。なお、電子縦覧は終日アクセス可能な状態とした。 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数は 0名であった。 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成 23年法律第 27号）第 7条の 2の規定に基づき、

方法書の記載事項を周知するための説明会を以下のとおり開催した。 

 

開催日時 開催場所 参加者数 

令和元年 8月 21 日（水） 

18時～19時 30分 

津久見市民会館（第一会議室） 
12名 

令和元年 8月 26日（月） 

19時～20時 30分 

佐伯市 上浦地区公民館（大会議室） 
16名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和元年 8月 6日（火）から令和元年 9月 20日（金）まで 

（郵送の受付は、当日消印有効とした。） 

     

(2) 意見書の提出方法 

方法書に対する環境の保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた（別紙 3参照） 

①電源開発株式会社への書面の郵送 

②方法書縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

③住民説明会会場での提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 2通であった。 
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第 2章 環境影響評価方法書の環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見は 2通 46件であった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方法書につ

いての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 

 

環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

№ 一般の意見の概要 事業者見解 

1 ■1.意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要約

することで貴社の作為が入る恐れがある。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。また同様

の理由から、以下に続く意見は「ひとからげ」に回答せず、

「それぞれに回答すること」。さらに本意見書の内容につ

いて「順番を並び替えること」も認めない。 

 ご意見のとおり、いただきましたご意見は要約せ

ず、意見書の順番どおりに記載しました。 

2 ■2.コウモリ類について 

コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食するので、生態

系の中で重要な役割を持つ動物である。また害虫を食べる

ので、人間にとって、非常に役立つ益獣である。しかし風

力発電施設では、バットストライクが多数生じている。NE

DOの報告（*）によれば、実態把握サイト（風力発電施設

１０サイト）におけるコウモリ類の推定死亡数は年間 50

2.8個体であり、これは鳥類の年間推定死亡数（257.6羽）

のおよそ２倍になる。 

コウモリ類の出産は年１～２頭程度と、繁殖力が極めて

低いため、死亡率のわずかな増加が、地域個体群へ重大な

影響を与えるのは明らかである。国内では今後さらに風車

が建設される予定であり、コウモリ類について累積的な影

響が強く懸念される。益獣が減れば住民に不利益が生じ

る。これ以上風車で益獣のコウモリを殺さないでほしい。 

*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書 風力発電等導入

支援事業 環境アセスメント調査早期実施実証事業 環境

アセスメント迅速化研究開発事業（既設風力発電施設等に

おける環境影響実態把握Ⅰ報告書）P213.NEDO,2018 

コウモリ類への具体的な環境保全措置について

は、今後の現地調査結果等、並びに、最新の知見や

専門家等からのご助言も踏まえ、また、いただきま

したご意見も参考に検討します。 

3 

 

■3.コウモリ類の保全措置として「稼動制限」を実施して

欲しい 

国内では、すでに多くの風力発電事業者が、コウモリ類

の保全措置としてフェザリング（風力発電機のブレードを

風に対して並行にし回転を止めること）やカットイン風速

（発電を開始する風速）を上げるなどの稼動制限を行うこ

とを表明した。大変すばらしいことだと思う。本事業者も

実施して頂きたい。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等、並びに、最新の知見や専門家等からのご

助言も踏まえながら、また、いただきましたご意見

も参考に、具体的な環境保全措置の検討を行います。 

4 ■4.コウモリの保全措置（低減措置）は「カットイン風速

の値を上げること及びフェザリング」が現実的 

「コウモリの活動期間中にカットイン風速（発電を開始

する風速）の値を上げること及び低風速時にフェザリング

（風力発電機のブレードを風に対して並行にし回転を止

めること）」がバットストライクを低減できる、「科学的に

立証された保全措置※」である。よって、必ず実施して頂

きたい。これについて、事業者の見解と、実施しない理由

を述べよ。 

※Effectiveness of Changing Wind Turbine Cut-in Spe

ed to Reduce Bat Fatalities at Wind Facilities Fin

al Report,Edward B. Arnett and Michael Schirmacher.

2010 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をいただ

きながら、検討します。 
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№ 一般の意見の概要 事業者見解 

5 

 

■5.環境保全措置は「コウモリを殺す前から実施してほし

い」 

本事業者である「電源開発株式会社」及び委託先の「ア

ジア航測株式会社」は「環境影響を可能な限り回避・低減

すべく環境保全措置を実施する」つもりがあるのだろう

か？上記のコウモリの保全措置（「カットイン風速の値を

上げること及び低風速時のフェザリング」）については、

「事業者が実施可能」かつ「最新の知見に基づいた」コウ

モリ類への環境保全措置である。よって「コウモリを殺す

前」、すなわち「事後調査の前から」実施して頂きたい。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をいただ

きながら、必要と判断される対応を行っていくもの

と考えております。 

そのため、まずはしっかり調査することが必要と

考えていますが、具体的な環境保全措置については、

いただきましたご意見も参考に、検討を行います。 

6 ■6.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風

速以下であってもブレードは回転するのか？ 

具体的な風力発電機の機種は現時点では未定です

が、カットイン風速以下の場合もブレードは回転す

るものになると考えています。 

7 ■7.本事業で採用する予定の風力発電機は、カットイン風

速を任意に変更できるのか？ 

具体的な風力発電機の機種は現時点では未定です

が、カットイン風速については、メーカー仕様で定

められているため、任意に変更することはできませ

ん。 

8 ■8.本事業で採用する予定の風力発電機は、弱風時にフェ

ザリング（風力発電機のブレードを風に対して並行にし

回転を止めること）を実行できるのか？ 

具体的な風力発電機の機種は現時点では未定です

が、一般的に弱風時のフェザリングは実行可能とな

ります。 

9 ■9.「環境保全措置」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「環境保全措置」

とは何か、理解しているか。「環境保全措置」の定義及び実

施基準を述べよ。 

「環境保全措置」とは、環境影響がないと判断さ

れる場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断

される場合以外の場合にあっては、事業者により実

行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素に及ぶお

それがある環境影響をできる限り回避し、又は低減

すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値

を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に

関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点

からの施策によって示されている基準又は目標の達

成に努めることを目的とした環境の保全のための措

置です。 

10 ■10.環境保全措置の実施時期について 

上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保全

事例数が少ないので、（カットイン風速の値を上げる）保

全措置は実施しない（事後調査の後まで先延ばしにする）」

といった回答をするかもしれないが、すでに保全措置を行

う先進的事業者もいる。環境保全措置は安全側にとるべき

である。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウ

モリを殺す前」から実施することが重要であると思うが、

これについて、事業者の見解とその理由を述べよ。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をいただ

きながら、また、いただきましたご意見も参考に、

検討します。 

11 ■11.「事後調査」の定義について 

事業者らは環境アセスメントにおける「事後調査」とは

何か、理解しているか。「事後調査」の定義及び実施基準を

述べよ。 

「事後調査」とは、以下のいずれかに該当する場

合において、「環境保全措置」の実施に伴い生ずるお

それのある環境影響の程度が著しいものとなるおそ

れがあるとき、工事の実施中及び供用開始後の環境

の状況を把握するための調査を行うものです。 

①予測の不確実性の程度が大きい選定項目につい

て環境保全措置を講ずる場合 

②効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ず

る場合 

③工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後

において環境保全措置の内容をより詳細なもの

にする場合 

④代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置

による効果の不確実性の程度及び当該代償措置

に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が

必要であると認められる場合 

12 ■12.「事後調査」の定義について２ 「事後調査」は、「環境保全措置」の実施に伴い生

ずるおそれのある環境影響の程度が著しいものにつ
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№ 一般の意見の概要 事業者見解 

念のため確認しておく。発電所アセス省令によれば、「事

後調査」は「環境保全措置」ではないが、事業者らは理解

しているか。 

いて行い、その結果を踏まえて、追加の環境保全措

置の実施の判断を検討するものと考えています。 

13 ■13．「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しない

のは、発電所アセス省令に反する行為で「不適切」 

国内の風力発電機施設において、バットストライクが多

数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の

風発事業者の中に「予測に不確実性が伴うこと」を根拠に、

適切な保全措置を実施(検討さえ)しない事業者が散見さ

れる。 

「予測に不確実性を伴う」としても、それは「保全措置

を検討しなくてよい」根拠にはならない。なぜならアセス

省令によれば「影響がない」及び「影響が極めて小さい」

と判断される以外は環境保全措置を検討すること、になっ

ているからだ。 

ご意見をいただいたとおりであると考えておりま

す。 

14 ■14．「予測の不確実性」を根拠に保全措置を実施しない

のは「不適切」２ 

国内の風力発電機施設において、バットストライクが多

数生じ、コウモリ類へ悪影響が生じている。しかし国内の

風発事業者の中に「影響の程度（死亡する数）が確実に予

測できない」ことを根拠に、適切な保全措置を実施(検討

さえ)せず、事後調査に保全措置を先送りする事業者が散

見される。 

定性的予測であれば、国内外の風力発電施設においてバ

ットストライクが多数発生しており、『コウモリ類への影

響はない』『コウモリ類への影響は極めて小さい』とは言

い切れない。アセス省令による「環境保全措置を検討する」

段階にすでに入っている。 

よって、本事業者らの課題は、「死亡するコウモリの数」

を「いかに不確実性を伴わずに正確に予測するか」ではな

く、「いかにコウモリ類への影饗を回避・低減するか」であ

る。そのための調査を「準備書までに」実施して頂きたい。 

ご意見をいただいたとおり、環境影響評価の目的

は、本事業の影響の程度を把握し、実行可能な範囲

で環境保全措置を行い、いかにコウモリ類への影響

を回避・低減するかであると考えます。 

そのため、専門家等からのご助言もいただきなが

ら、調査、予測及び評価を行ってまいります。 

15 ■15.「回避」と「低減」の言葉の定義について１ 

「影響の回避」と「影響の低減」についての定義を述べ

よ。 

「回避」及び「低減」については、「環境アセスメ

ント技術ガイド 生物の多様性・自然との触れ合い」

（平成 29年、一般社団法人日本環境アセスメント協

会）に記載のとおり、以下のように考えます。 

○回避 行為（環境影響要因となる事業における

行為）の全体又は一部を実行しないことによっ

て影響を回避する（発生させない）こと。重大な

影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざ

けることによって影響を発生させないこと。 

○低減 何らかの手段で影響要因又は影響の発現

を最小限に抑えること、又は、発現した影響を

何らかの手段で修復する措置。 

具体的な環境保全措置については、現地調査結果

等を踏まえ、専門家等からのご助言もいただき、上

記の観点より検討を行います。 

16 ■15.「回避」と「低減」の言葉の定義について２ 

事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して「ライト

アップをしない」ことを掲げるかもしれないが、「ライト

アップをしない」ことは影響の『回避』措置であり、『低

減』措置ではない。「ライトアップしないこと」により「あ

る程度のバットスライクが『低減』された事例」は、これ

までのところ一切報告がない。これについて、事業者の見

解とその理由を述べよ。 

具体的な環境保全措置については未定であり、本

事業において「ライトアップをしない」ことを採用

するかについても、今後の現地調査結果を踏まえ、

専門家等からのご助言をいただきながら、検討を行

います。仮に、採用する場合には、いただきました

ご意見を踏まえ、その位置づけについても合わせて、

検討します。 

17 ■17.回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップしていなくてもバットストライクは発生

している。 

具体的な環境保全措置については未定であり、本

事業において「ライトアップをしない」ことを採用

するかについても、今後の現地調査結果を踏まえ、

専門家等からのご助言をいただきながら、検討を行
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これについて事業者は「ライトアップアップをしないこ

とにより影響はある程度低減できると思う」などと主張す

ると思うが、「ある程度は低減できると思う」という主張

は事業者の主観に過ぎない。 

います。仮に、採用する場合には、いただきました

ご意見を踏まえ、その位置づけについても合わせて、

検討します。 

18 ■18.回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップしていなくてもバットストライクは発生

している。これは事実だ。ライトアップは昆虫類を誘引す

るが、だからといって「ライトアップをしないこと」によ

り「コウモリ類の誘引を完全に『回避』」できるわけではな

い。完全に『回避』できないのでバットストライクという

事象、つまり「影響」が発生している。アセスメントでは

影響が『回避』できなければ『低減』するのが決まりであ

る。よって、コウモリ類について影響の『低減』措置を追

加する必要がある。 

ご意見をいただいたとおり、今後の現地調査の結

果、並びに予測及び評価の結果を踏まえて、適切な

環境保全措置の検討が必要と認識しています。一方

で、現時点では具体的な環境保全措置については未

定であり、今後の現地調査結果等を踏まえ、専門家

等からのご助言をいただきながら、実行可能な範囲

でできる限りの影響の回避又は低減に資するよう検

討します。 

19 ■19.コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m 以内に

建てた風車は、バットストライクのリスクが高いことが、

これまでの研究でわかっている。低空（林内）を飛翔する

コウモリでさえ、樹林（林縁）から 200m 以内ではバット

ストライクのリスクが高くなる。よって、風力発電機は樹

林から 200m以上離すこと。 

現時点では、具体的な環境保全措置については未

定であり、今後の現地調査結果等を踏まえ、専門家

等からのご助言をいただくとともに、いただきまし

たご意見も参考に、検討します。 

20 ■20.「ライトアップをしないことによりバットストライ

クを低減できる」とは書いていない 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手

引」には「ライトアップしないことによりバットストライ

クを低減できる」とは書いていない。同手引きの P3-110～

111には「カットイン風速をあげることで、衝突リスクを

低下させることができる」と書いてある。研究で「カット

インをあげること」がバットストライクを低減する効果が

あることが「すでに」判明している。（Effectiveness of 

Changing Wind Turbine Cut-in Speed to Reduce Bat F

atalities at Wind Facilities  Final Report, Edward 

B. Arnett and Michael Schirmacher. 2010） 

ご指摘いただいた事実は確認しております。 

なお、具体的な環境保全措置については未定であ

り、今後の現地調査結果等を踏まえ、専門家等から

のご助言をいただきながら、検討します。 

21 ■21.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」

実施すること 

上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保全

事例数が少ないので、（カットイン風速の値を上げる）保

全措置は実施しない（事後調査の後まで先延ばしにする）」

といった回答をするかもしれないが、環境保全措置は安全

側にとること。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウ

モリを殺す前」から実施することが重要である。 

ご意見をいただいたとおり、環境影響が大きいと

判断される場合には、適切に環境保全措置を講じる

必要があると考えます。具体的な環境保全措置につ

いては未定であり、今後の現地調査結果等を踏まえ、

専門家等からのご助言をいただきながら、検討しま

す。 

22 ■22.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」

実施すること２ 

そもそも「コウモリに影響があることを知りながら適切

な保全措置をとらない」のは、未必の故意、つまり「故意

にコウモリを殺すこと」に等しいことを先に指摘してお

く。仮に「適切な保全措置を実施しないでコウモリを殺し

てよい」と主張するならば、自身の企業倫理及び法的根拠

を必ず述べるように。 

環境影響が大きいと判断される場合には、適切に

環境保全措置を講じる必要があると考えます。具体

的な環境保全措置については未定であり、今後の現

地調査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をい

ただきながら、検討します。 

23 ■23.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」

実施すること３ 

今後、事業者は「バットストライクの予測には不確実性

が伴うので、事後調査を行い、保全措置を検討する」など

の主張をするかもしれない。 

この「バットストライクの予測には不確実性が伴うの

で、事後調査を行い、保全措置を検討する」という主張に

は、「予測に不確実性が伴う場合は、適切な保全措置を先

のばしにしてもよい」という前提が隠れている。しかし発

環境影響がないと判断される場合及び環境影響の

程度が極めて小さいと判断される場合以外は、実行

可能な範囲内で環境影響をできる限り回避し、又は

低減するための環境保全措置を検討します。その上

で、予測結果に不確実性が伴う場合は、「事後調査」

を行い、その結果を踏まえ、追加の環境保全措置の

実施について検討します。 

なお、具体的な環境保全措置については、今後の

現地調査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言を
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電所アセス省令に「予測に不確実性が伴う場合は、適切な

保全措置を先延ばしにしてもよい」という記載はない。こ

れについて、事業者の見解とその理由を「丁寧に」述べよ。 

いただきながら、検討します。 

24 ■24.コウモリ類の保全措置を「コウモリを殺す前から」

実施すること４ 

今後、事業者は「国内においてコウモリ類の衝突実態は

不明な点も多く、保全措置についても検討され始めた段階

だ。よって事後調査を行い、保全措置を検討する」などの

主張をするかもしれない。 

国内では 2010 年からバットストライクが確認されてお

り（環境省自然環境局野生生物課、2010、風力発電施設バ

ードストライク防止策実証業務報告書）、「鳥類等に関する

風力発電施設立地適正化のための手引き（環境省、2011）」

にもコウモリ類の保全措置が記載されている。「コウモリ

の保全措置が検討され始めた」のは最近の出来事ではな

い。また、仮に「国内で保全措置が検討され始めた」から

といって、それが「国内の風発事業者が適切な保全措置を

先延ばしにしてよい」という根拠にはならないことを先に

指摘しておく。事業者の見解とその理由を「丁寧に」述べ

よ。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をいただ

きながら、また、いただいたご意見を参考に、でき

る限り影響が回避・低減できるよう検討します。そ

の上で、予測結果に不確実性が伴う場合は、「事後調

査」を行い、その結果を踏まえ、追加の環境保全措

置の実施について検討します。 

25 ■25.コウモリ類の保全措置について 

事業者は目先の利益を優先し、自分たちの子孫につなぐ

べき生物多様性をとりあげてはいけない。『事後調査でコ

ウモリの死骸を確認したら保全措置を検討する』などとい

う悪質な事業者がいたが、コウモリの繁殖力は極めて低い

ので、一時的な殺戮が地域個体群へ与える影響は大きい。 

コウモリの活動期間中に『カットイン風速を少しあげれ

ば』、バットストライクの発生を低減できることはこれま

での研究でわかっている。『ライトアップをしないこと』

はバットストライクを『低減する効果』は確認されていな

い。さらに『事後調査』は『環境保全措置』ではない。 

『影響があることを予測』しながら『適切な保全措置』

をとらないのは、『発電所アセス省令』に違反する。 

具体的な環境保全措置については、今後の現地調

査結果等を踏まえ、専門家等からのご助言をいただ

きながら、また、いただいたご意見を参考に、でき

る限り影響が回避・低減できるよう検討します。そ

の上で、予測結果に不確実性が伴う場合は、「事後調

査」を行い、その結果を踏まえ、追加の環境保全措

置の実施について検討します。 

26 ■26.コウモリの音声解析について 

コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種の同定は、

国内ではできる種とできない種がある。図鑑などの文献に

あるソナグラムはあくまで参考例であり、実際は地理的変

異や個体差、ドップラー効果など声の変化する要因が多数

あるため、専門家でも音声による種の同定は慎重に行う。

仮に種の同定を誤れば、当然ながら誤った予測評価につな

がるだろう。よって、無理に種名を確定しないで、グルー

プ（ソナグラムの型）に分けて利用頻度や活動時間を調査

するべきである。 

ご意見をいただいたとおり、データの解析にあた

っては、種の確定まで行えないものは種名を確定せ

ず、既存資料や専門家等からのご助言をいただき、

「可能性のある種」を整理した上で、予測、評価を

行います。 

27 ■27.コウモリの音声録音について 

捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査と捕獲調

査は、同日に行うべきでない（捕獲調査日の録音データは

使用しないこと）。 

ご意見をいただいたとおり、バットディテクター

による自動録音調査期間中に捕獲調査を実施した場

合は、捕獲調査日の録音データは解析に使用しませ

ん。 

28 ■28.コウモリの捕獲調査について 

・コウモリ類について配慮のかけた不適切な捕獲を行う

業者がいる。よってコウモリの捕獲及び許可申請の際に

は必ず「コウモリ類の専門家」の指導をうける（うけさ

せる）べきだ。 

・6 月下旬－7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期にあたる

ため、捕獲調査を避けるべきではないのか。 

・ハープトラップは高空を飛翔するコウモリを捕獲でき

ないので、カスミ網も併用するべきではないか。 

・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性別、年齢、

体重、前腕長等を記録し、すみやかに放獣するべきでは

ないか。 

捕獲調査については、専門家等からのご助言をい

ただき、また、いただいたご意見も参考に、実施し

ます。 
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・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大きいので、

ハープトラップは、かならず夜間複数回見回るべきだ

（夕方設置して、見回りせずに朝方回収などということ

を絶対に行わないこと）。 

・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 

・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 

・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 

・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

29 ■29.P239バットディテクターによる高度別の飛翔状況調

査の調査地点が記載していない 

バットディテクターによる高度別の飛翔状況調査地点

が記載していない。「利用頻度を比較する」つもりならば、

すべての風力発電機設置位置（15箇所）において日没前か

ら日の出まで自動録音調査するべきではないのか。 

「バットディテクターによる高度別の飛翔状況調

査」は必要と考えており、高度別にバッドディテク

ターを設置することで、飛翔頻度の比較を考えてい

ます。その場合、フルスペクトラム方式のバットデ

ィテクターを常時設置し、期間中は日没前から日の

出後までの自動録音を検討しています。また、調査

地点については、調査可能な場所について検討調整

しております。 

30 ■30.飛翔高度調査の期間について 

バットディテクターによる飛翔高度調査の期間は春季

から秋季としているが、曖昧である。地元の専門家ヒアリ

ングを踏まえた具体的な月数を述べること。 

コウモリ類の調査時期として、専門家からのご意

見、後述の No.44のご意見を踏まえ、3月から 11月

の実施を検討します。 

31 ■31.バットディテクターによる調査時間について 

バットディテクターによる調査時間の記載がない。日没

1時間前から、日の出 1時間後まで録音すること。 

バットディテクターによる自動録音は、日没前か

ら日の出後まで実施する予定です。 

32 ■32.バットディテクターによる調査について 

バットディテクターの探知距離は短く、地上からでは高

空、つまりブレードの回転範囲の音声はほとんど探知でき

ない。よって準備書には使用するバットディテクターの探

知距離とマイクの設置方向（上向きか下向きか）を記載す

ること。 

なお「仕様に書いていない（ので分からない）」などと回

答する事業者がいたが、バットディテクターの探知距離は

影響予測をする上で重要である。わからなければ自分でテ

ストして調べること。 

「バットディテクターによる高度別の飛翔状況調

査」では、高高度にもバットディテクターを設置し、

ブレード回転域を含めてコウモリの状況を把握する

ことを検討します。 

33 ■33.重要種以外のコウモリ類について 

事業者は重要種以外のコウモリについて影響予測や保

全をしないようだが、「重要種以外のコウモリは死んでも

構わない」と思っているのか？日本の法律ではコウモリを

殺すことは禁じられているはずだが、本事業者は「重要種

以外のコウモリ」について、保全措置をとらずに殺すつも

りか？ 

ご意見をいただいたとおり、国内における他の風

力発電事業において、コウモリ類の衝突事故の事例

があることは認識しております。このような状況を

踏まえ、事業によるコウモリ類への影響について、

今後の現地調査結果を踏まえ、専門家等からのご助

言をいただきながら、検討します。 

34 ■34.バットストライクの予測は定量的に行うこと 

事業者が行う P239「バットディテクターによる高度別

の飛翔状況調査（自動録音バットディテクターによる調

査）」は定量調査であり、予測手法（解析ソフト）もすでに

実在する（例えば「WINDBAT」http://www.windbat.techfa

k.fau.de/index.shtml）等。また、バードストライクの予

測手法も応用可能だ。よって、バットストライクの予測を

「定量的」に行うこと。 

具体的な予測手法については、専門家等からのご

助言をいただき、また、いただいたご意見も参考に、

検討します。 

35 ■35.専門家へのヒアリング年月日が記載されていない。 

専門家ヒアリングは適切な時期に実施するべきだが、年

月日が記載していなければ適切な時期にヒアリングを実

施したのか閲覧者は判断できない。よってヒアリング年月

日を記載するべきではないのか。 

専門家ヒアリングの日時は、準備書手続き以降に

記載させていただきます。 

36 ■36.専門家へのヒアリングは「年月」だけではなく「年

月日」まで記載すること。 

他事業のヒアリング内容を、流用する悪質な業者がい

た。ヒアリングの「年月」の記載だけでは、それが適切に

実施されたものであるか、閲覧者は判断できない。よって、

ヒアリング年月だけでなく年月日まで記載すること。 

専門家ヒアリングの日時は、準備書手続き以降に

記載させていただきます。 
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37 ■「バットストライクに係る予測手法」について経済産業

大臣に技術的な助言を求めること 

「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バッ

トストライクに係る調査・予測手法は欧米では確立されて

いる技術である。しかしながら日本国内では、ブレード回

転範囲におけるコウモリ類の調査が各地で行われながら

も、「当該項目について合理的なアドバイスを行えるコウ

モリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調査・予測及

び評価を行えない事業者が散見される。事業者がヒアリン

グするコウモリ類の専門家について、仮に「地域のコウモ

リ相について精通」していたとしても、「バットストライ

クの予測」に関しては、必ずしも適切なアドバイスができ

るとは限らない。また、残念ながら国内においてバットス

トライクの予測に関して具体的指針は策定されていない。

よって、仮に事業者が「国内ではバットストライクの予測

について標準化された手法は公表されていない」、「国内で

はコウモリ類の定量的予測は困難」と主張する場合は、環

境影響評価法第十一条第 2 項に従い、経済産業大臣に対

し、「バットストライクに係る予測手法」について「技術的

な助言を記載した書面」の交付を求めること。 

今後、方法書は経済産業省環境審査顧問会風力部

会で審査され、経済産業大臣によって、手法等につ

いて必要な勧告がなされます。 

この審査において、技術的な助言を受けることか

ら、経済産業大臣勧告を踏まえ予測及び評価の手法

について再検討します。 

38 ■38.月２回程度の死骸探索調査など信用できない 

コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち去られて３日

程度で消失することが明らかとなっている。仮に月２回程

度の事後調査で「コウモリは見つからなかった」などと主

張しても、科学的な根拠は乏しい。最新の科学的知見に従

い、コウモリの保全措置を安全側で実施し、「その上で」科

学的かつ透明性の高い事後調査を実施すること。 

具体的な事後調査については、予測及び評価の結

果、環境保全措置の内容を踏まえ、専門家等からの

ご助言をいただき、また、いただいたご意見も参考

に検討します。 

39 コウモリ類について 

欧米での風力発電アセスメントにおいて，最も影響を受

ける分類群としてコウモリ類と鳥類が懸念されており（バ

ット＆バードストライク），その影響評価等において重点

化されている． 

国内でもすでに風力発電機によるバットストライクが

多数起きており，不確実性を伴うものではなく，確実に起

きる事象と予測して影響評価を行うべきである． 

このことを踏まえて環境保全の見地から，本方法書に対

して以下の通り意見を述べる． 

なお，本意見は要約しないこと． 

ご意見のとおり、いただきましたご意見は要約せ

ず記載しました。 

40 １．方法書においてコウモリ類についてのヒアリングを行

ったことは評価される．しかし，この専門家はコウモ

リ類の音声調査における最新の調査手法についての知

見が乏しい．専門家が述べるヘテロダイン及びタイム

エキスパンション方式は旧式のため用いるべきではな

い． 

音声調査については、ご意見をいただいたとおり、

フルスペクトラム方式のバットディテクターの使用

も検討しています。 

41 ２．P237におけるコウモリ類の調査手法として，なぜヘテ

ロダイン方式のバットディテクターを用いるのか．こ

の手法は数十年前の調査手法である．フルスペクトラ

ム方式のバットディテクターを使用すること． 

音声調査については、ご意見をいただいたとおり、

フルスペクトラム方式のバットディテクターの使用

も検討しています。 

42 ３．専門家の知識の更新は別として，事業者およびコンサ

ルは最新の調査手法を率先して採用するべきではない

のか．技術開発も行わずに，ヒアリング対象者に評価

の責務を負わせるべきではない． 

ご意見をいただいたとおりと考えます。今後、コ

ウモリ類の調査、予測及び評価、環境保全措置につ

いて、最新の知見の収集に努め、必要に応じて専門

家等からのご助言をいただきながら、進めてまいり

ます。 

43 ４．P237におけるコウモリ類の「バットディテクターによ

る高度別の飛翔状況調査」は，複数の風況観測塔を使

用し，フルスペクトラム方式のバットディテクターを

用いること．この方式はすでに風力アセスメントでは

スタンダードとなっている． 

音声調査については、ご意見をいただいたとおり、

フルスペクトラム方式のバットディテクターの使用

も検討しています。 
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№ 一般の意見の概要 事業者見解 

44 ５．P240におけるコウモリ類の「バットディテクターによ

る高度別の飛翔状況調査」は，当該地域ではハイリス

ク種の一部がほぼ周年活動している可能性が高いた

め，少なくとも，春（３月）から秋（11月）まで連続

して行う必要がある． 

ご意見を参考に、調査時期は 3月から 11月の実施

を検討します。 

45 ６．バットディテクターで得られた音声記録の解析に用い

る手法を記載すること． 

音声記録の解析に用いた手法は、準備書に記載い

たします。 

46 ７．今後の準備書においては別のコウモリ類の専門家の指

導を仰ぐ必要がある．さらにコウモリ類についての十

分な経験と知識を持った者による適切な調査，予測評

価，保全措置を行うこと． 

今後、コウモリ類の調査、予測及び評価、環境保

全措置について、最新の知見の収集に努め、必要に

応じて専門家等からのご助言をいただきながら、進

めてまいります。 
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［別紙 1］ 

日刊新聞紙における公告等 

 

大分合同新聞（令和元年 8月 6日 朝刊 23面） 
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［別紙 2］ 

電源開発株式会社ホームページにおけるお知らせ 

 
  



－13－ 

大分県庁ホームページによるお知らせ 

 

  



－14－ 

津久見市ホームページによるお知らせ 

 

 

市報つくみ（2019年 8月 1日号）によるお知らせ 

 

  



－15－ 

佐伯市ホームページによるお知らせ 

 

 

市報さいき（2019年 8月 1日号）によるお知らせ 
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［別紙 3］ 

ご意見記入用紙 
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［参考資料］ 

縦覧状況 

大分県庁別館５階 生活環境部環境保全課 津久見市役所本庁舎１階 環境保全課 

  

佐伯市役所本庁舎３階 環境対策課 佐伯市役所上浦振興局１階 
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